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平成 年 月 日（火）

号外第 号

15 11 18

147

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 訓令 「知事 事務部局」 、本

庁等（部等（鳥取県部等設置条例（平成 年鳥取県条

例第 号）第 条 規定 設置 防災監及

部 。以下同 。）及 出納局（鳥取県出納局設

置規則（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条 規定

設置 出納局 。以下同 。） 。

以下同 。）及 地方機関（鳥取県行政組織規則（昭

和 年鳥取県規則第 号）第 条第 項 規定 地

方機関 。以下同 。） 。

（定義）

第 条 訓令 「知事 事務部局」 、本

庁等（部（鳥取県部設置条例（平成 年鳥取県条例第

号）第 条 規定 設置 部 。以下

同 。）、部 外 設置 課（鳥取県行政組織規則

（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条第 項 規定

部 外 設置 課 。以下同 。）、防災

監（同項 規定 設置 防災監 。以下

同 。）及 出納局（鳥取県出納局設置規則（昭和

年鳥取県規則第 号）第 条 規定 設置
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◇ 鳥取県文書管理規程 一部 改正 訓令（ ）（総務課）………………………………………

鳥取県文書管理規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県文書管理規程 一部 改正 訓令

第 条 鳥取県文書管理規程（平成 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下 条 「移動項」 。） 対応

同表 改正後 欄中項 表示 下線 引 項（以下 条 「移動後項」 。） 存在 場

合 、当該移動項 当該移動後項 、移動項 対応 移動後項 存在 場合 、当該移動項（以

下 条 「削除項」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（項 表示及 削除項 除 。以下 条 「改正部分」

。） 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（項 表示 除 。以下 条 「改正

後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後

部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当

該改正後部分 加 。

訓 令

鳥取県訓令第 号

の を する

の を する を のように める

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には

この において という を る

の の の が かれた の び を く この において

という に する の の が かれた の を く この において

という が する には を に め に する

が しない には を り に する が しない には

を える

13

15 11 18

１

１ ５ １

13

目 次

訓 令



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 11 18 1472

２ ７

５

１

２

２ ６

９

２

３

１

３

２ ３

９ ２

３

２ ４

２ ７

５

１

２

１

３

２ ３

９ ２

３

～ 略

（文書等 受領及 配布）

第 条 本庁等 到達 文書等（文書及 郵便物等

（文書 封入 郵便物（郵便法（昭和 年法律第

号） 規定 郵便物 。以下同 。） 他

物件 。以下同 。） 。以下同 。） 、

総務課 受領 、次 定 配布

。 、所管課 直接到達 文書等 、当該

所管課 受領 。

（ ） 略

（ ） 書留、配達証明、内容証明若 特別送達

郵便物又 民間事業者 信書 送達 関

法律（平成 年法律第 号）第 条第 項 規

定 一般信書便事業者若 同条第 項 規定

特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」

。） 同条第 項 規定 信書便 役

務 、当該一般信書便事業者等 、引

受 及 配達 記録 行 若 配達若

交付 事実 証明 行 同条第 項

規定 信書便物（第 条 「書留郵便等」

。） 、特別文書受領簿（様式第 号） 必

要事項 記載 、所管課 配布 。

（ ） 「親展」又 「秘」 表示 郵便物等

、知事又 副知事 総務課 、出納長

又 副出納長 出納局 、部等 長又

次長 部等 主管課（部等 予算経

理、連絡調整及 庶務 関 事務 分掌 課

。） 、人権局長 人権推進課 、

文化観光局長 振興課 、水産振興局長

水産課 、 他 職員

当該職員 属 課又 出納局（以下「課等」

。） 、 配布 。

及 略

（重要又 異例 文書 取扱 ）

第 条 所管課 長 、前条第 項 規定 閲覧

受付文書 重要又 異例 部等

長（出納局 、副出納長又 出納局長） 閲

覧 受 、 指示 場合 、知事（出納局

、出納長又 知事） 閲覧 受 。

（決裁済印 押印）

第 条 略

出納局 。以下同 。） 。以下同 。）及

地方機関（鳥取県行政組織規則第 条第 項 規定

地方機関 。以下同 。） 。

～ 略

（文書等 受領及 配布）

第 条 本庁等 到達 文書等（文書及 郵便物等

（文書 封入 郵便物（郵便法（昭和 年法律第

号） 規定 郵便物 。以下同 。） 他

物件 。以下同 。） 。以下同 。） 、

総務課 受領 、次 定 配布

。 、所管課 直接到達 文書等 、当該

所管課 受領 。

（ ） 略

（ ） 書留、配達証明、内容証明及 特別送達

郵便物 、特別文書受領簿（様式第 号） 必要

事項 記載 、所管課 配布 。

（ ） 「親展」又 「秘」 表示 郵便物等

、知事又 副知事 総務課 、出納長

又 副出納長 出納局 、部 長又 次

長 部 主管課（部 予算経理、連

絡調整及 庶務 関 事務 分掌 課 。）

、人権局長 人権推進課 、文化観光

局長 振興課 、水産振興局長

水産課 、 他 職員 当該職員

属 課又 出納局（以下「課等」 。） 、

配布 。

及 略

（重要又 異例 文書 取扱 ）

第 条 所管課 長 、前条第 項 規定 閲覧

受付文書 重要又 異例 部 長

（部 外 設置 課 当該課 掌理

職 者、出納局 副出納長又 出納局長）

閲覧 受 、 指示 場合 、知事（出納局

、出納長又 知事） 閲覧 受

。

（決裁済印 押印）

第 条 略
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第 条第 項各号 掲 起案文書 決裁

、所管課 文書管理主任 当該起案文書 所定欄

署名又 押印 上、決裁済印 押印 、起案責任者

返付 。 、余白起案文書（公印規程第 条

第 項 規定 公印 押印 及 第 条第

項 規定 施行文書 送付

除 。） 、 限 。

（送付）

第 条 施行文書（本庁等 施行 限

。） 送付 、緊急 場合 除

発送 日 午後 時 、当該施行文書、

起案文書及 送付先 記載 封筒 他送付

包装資材（秘密 保持 要 認 施

行文書 送付 場合 、 表面 「秘」

又 「親展」 表示 。） 総務課 提

示 。

略

所管課 職員 、前項 規定 総務課 確認

受 後、封筒 封入 他 送付 包装

施 。

（文書等 受領）

第 条 地方機関 到達 文書等 、文書管理主任

受領 書留郵便等 、特別文書受領簿 必

要事項 記載 。

（文書管理主任 審査）

第 条 起案文書 決裁 、起案文書（軽易

文書 、軽易事項処理簿。第 項 同

。） 文書管理主任 回付 、 所定欄 決裁済

印 押印 受 。 、余白起案文書

（公印 押印 及 施行文書 送付

除 。） 、 限 。

～ 略

（送付）

第 条 施行文書 発送 、当該発送 取 扱

職員 、当該施行文書 係 起案文書 所定欄 施

行 状況 記入 。

第 条第 項各号 掲 起案文書 決裁

、所管課 文書管理主任 当該起案文書 所定欄

署名又 押印 上、決裁済印 押印 、起案責任者

返付 。 、余白起案文書（公印規程第 条

第 項 規定 公印 押印 及 第 条第

項 規定 施行文書 郵送

除 。） 、 限 。

（郵送）

第 条 施行文書（本庁等 施行 限

。） 郵送 、緊急 場合 除

発送 日 午後 時 、当該施行文書、

起案文書及 送付先 記載 封筒 他郵送

包装資材（秘密 保持 要 認 施

行文書 郵送 場合 、 表面 「秘」

又 「親展」 表示 。） 総務課 提

示 。

略

所管課 職員 、前項 規定 総務課 確認

受 後、封筒 封入 他 郵送 包装

施 。

総務課 職員 、料金計器別納 係 郵便物 発送

状況 記録 。

（文書等 受領）

第 条 地方機関 到達 文書等 、文書管理主任

受領 、書留、配達証明、内容証明及 特別送達

郵便物 、特別文書受領簿 必要事項

記載 。

（文書管理主任 審査）

第 条 起案文書 決裁 、起案文書（軽易

文書 、軽易事項処理簿。第 項 同

。） 文書管理主任 回付 、 所定欄 決裁済

印 押印 受 。 、余白起案文書

（公印 押印 及 施行文書 郵送

除 。） 、 限 。

～ 略

（郵送）

第 条 施行文書 郵便物 発送 、当該

発送 取 扱 職員 、当該施行文書 係 起案文書

所定欄 施行 状況 記入 、署名又

押印 。

文書管理主任 、郵便物 発送 、郵便物

発送簿（様式第 号）又 料金後納郵便差出票（様式

第 号） 記載 鳥取県物品事務取扱規則

（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条第 項 規定

郵券印紙受払簿 郵便切手 受払 明確
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他送付 関 必要 事項 、地方機関 長 定

。

様式第 号（第 条、第 条関係）

特別文書受領簿

略

備考 略

特別送達 郵便物等 、備考

欄 受領時刻 記入 。

様式第 号（第 条関係）

（表）

鳥 取 県

（裏）

略

（起案上 注意） 略

鳥取県

。

他郵送 関 必要 事項 、地方機関 長 定

。

様式第 号（第 条、第 条関係）

特別文書受領簿

略

備考 略

特別送達 郵便物 、備考欄

受領時刻 記入 。

様式第 号（第 条関係）

（表）

鳥 取 県

（裏）

略

（起案上 注意） 略

鳥取県

39

14

39

14

略

施 行 区 分 及 施 行 数 決 裁 済 印

公印押印文書 公印省略文書 発送年月日 発送

郵送

使送等

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

審 査

浄 書
照 合

略

施 行 区 分 及 施 行 数 決 裁 済 印

公印押印文書 公印省略文書 発送年月日 発送

郵送

使 送

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

審 査

浄 書
照 合

び び

承認番号（ ） 承認番号（ ）

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

第 条 鳥取県文書管理規程 一部 次 改正 。

様式第 号及 様式第 号 削 。

附 則

（施行期日）

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

訓令 施行 際現 存 用紙 改正前 鳥取県文書管理規程様式第 号及 様式第 号 定

作成 、改正後 鳥取県文書管理規程（以下「新規程」 。）様式第 号及 様

式第 号 規定 、当分 間、所要 調整 上 新規程 定 用紙 使用

。

２

１

２ １ ５

１

５

の を のように する

び を る

この は から する

この の の に する で の び に めるとこ

ろにより されているものは の という び

の にかかわらず の の をした で で める として することがで

きる

15 16

15 11 18


